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　開会 事務局長 　それでは、令和８年第３回深谷市農業委員会総会を開会いたしま
す。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の委員の出欠状況をご報告いたします。
　農業委員２４名全員の出席となっておりますので、農業委員会等に
関する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりますこと
をご報告いたします。また、農地利用最適化推進委員は、１６名中１５
名の出席となっておりますことを併せてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、ここからは福島会長よろしくお願いいたし
ます。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　本日は大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうござ
います。
　まず最初に、議事録署名委員の指名を行います。議席番号２３番 
田村 惠司委員、議席番号１番大澤 正委員、以上２名を指名いたし
ます。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　最初に、報告第１１号、１２号、１４号及び１５号については、深谷
市農業委員会事務専決規程により、専決処分を行っていることから、
事務局からの説明については省略させていただきます。
　なお、議案書の７ページ、報告第１３号「農地法第３条の３第１項
の規定による届出に対する専決処分について」は、一部斡旋の希
望があるため、事務局からの説明を求めます。

事務局 　はい、それでは、報告第１３号「農地法第３条の３、第１項の規定
による届出に対する専決処分について」ご説明いたします。

　【報告第１３号について概要を説明】

事務局 　以上、１件の斡旋希望のある農地の説明とさせていただきます。

議　長 　それでは、事務局から説明のありましたとおり斡旋希望のある案件
につきましては、地元の農業委員、農地利用最適化推進委員にお
かれましては、お借りしていただける方をご存じでしたら事務局まで
お知らせ願います。

　報告第１６号 議　長 　次に、議案書の１９ページ、報告第１６号「農地法第５２条の規定に
「農地法第５２条の規定に 基づく賃借料情報の提供について」事務局からの説明を求めます。
基づく賃借料情報の提供
について」 事務局 　それでは、事務局より説明させていただきます。

　議案書１９ページをご覧ください。報告第１６号「農地法第５２条の
規定に基づく賃借料情報の提供について」でございます。

会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　【報告第１６号について概要を説明】

事務局 　報告案件につきましては、以上となります。よろしくお願いします。

議　長 　只今、事務局から説明がありましたが、この件に関し、質疑はござ
いますか。

蛭川委員 　はい。

議　長 　どうぞ。

蛭川委員 　賃貸借情報の、深谷市の平均額、例えば深谷の場合、４，１００円
とあるんですけども、その後にカッコ参考として使用貸借の筆数という
のが９７件。これはどういうことなのか。ちゃんと知っていれば出てくる
のかもしれないですが、他の地区の農業委員会さんなどでは、使用
貸借カッコ無償と書いてあるんですよね。そうすれば分かり易いんで
すよ。使用貸借の筆数って書いてあるけど、これって分かりにくいの
ではないかな？だから使用貸借の場合は無償ですと書いた方が、
見た人は分かり易いのではないでしょうか。以上です。

議　長 　事務局、説明お願いします。

事務局 　件数についてですね分かり易いようにまた参考にさせていただけ
ればと思いますので、また後ほどご意見を詳しくお話聞かせていただ
ければと思いますが、よろしいでしょうか。

議　長 　蛭川委員、どうでしょうか。よろしいでしょうか。

蛭川委員 　はい。

議　長 　はい。
　それではですね、他にご質問ございますか。

　（質疑なし）

議　長 　ご質問が無いようですので、次の議案の審議に移りたいと思います。

　議案第１１号 議　長 　次に、議案書の２１ページ、議案第１１号「農地法第３条の規定に
　「農地法第３条の規定に よる許可申請について」を議題とします。事務局より説明を求めます。
よる許可申請について」

事務局 　はい、それでは、議案書２１ページ、議案第１１号「農地法第３条の
規定による許可申請について」事務局よりご説明いたします。

　【議案第１１号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について｣の説明は以上で
す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　次に、本議案についての審議に移りますが、整理番号５番につい
ては、○○委員に関する案件となりますので、一時退出を求めます。

　（○○委員　退出）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　それでは、最初に整理番号５番について審議いたします。この件
に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員　入室）

議　長 　次に、それ以外の案件について一括して審議いたします。この件
に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１２号 議　長 　次に、議案書の２９ページ、議案第１２号「農地法第４条第１項の規
　「農地法第４条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明させていただきます。
　議案書２９ページ及び別添の総会議案資料の３ページを併せてご
確認下さい。
　議案第１２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につ
いて」であります。

　【議案第１２号について概要を説明】

事務局 　農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につきましては以
上２件です。ご審議のほど、お願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
　
　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１３号 議　長 　次に、議案書の３１ページ、議案第１３号「農地法第５条第１項の規
　「農地法第５条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明申し上げます。
　議案書３１ページ及び別添総会議案資料５ページと併せてご確認
ください。

　【議案第１３号について概要を説明】

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請承認につきましては以
上９件です。
　ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１４号 議　長 　次に、議案書の３７ページ、議案第１４号「特定農地貸付申請承認
　「特定農地貸付申請承認 について」を議題とします。事務局より説明を求めます。
ついて」

事務局 　はい、それでは、議案書３７ページ、議案第１４号「特定農地貸付
申請承認について」事務局より説明いたします。

　【議案第１４号について概要を説明】

事務局 　特定農地貸付申請承認についての説明は以上です。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１５号 議　長 　次に、議案書の３９ページ、議案第１５号「農用地利用集積等促進
　「農用地利用集積等促進 計画（案）に対する意見について」を議題とします。農業振興課より説
計画（案）に対する意見に 明を求めます。
ついて」

農業振興課 　議案書３９から４７ページ、議案第１５号「農用地利用集積等促進
計画（案）に対する意見について」農業振興課より説明させていただ
きます。

　【議案第１５号について概要を説明】

農業振興課 　以上、説明とさせていただきます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　それでは本議案の審議に移りますが、番号の４１から４５番、５０番
については○○委員、番号の４７については、○○委員に係る案件
となっております。
　審議にあたっては、それぞれ、個別に審議を行い、最後にそれ以
外案件を一括して審議いたしますので、宜しくお願いいたします。
　なお、該当する委員につきましては、関係する案件の審議には加
わることはできませんので一時退出を求めますので、ご承知おきくだ
さい。
　それでは、最初に番号の４１から４５番、５０番について審議いたし
ます。○○委員の一時退出を求めます。

　（○○委員　退出）

議　長 　それでは、最初に番号の４１から４５番、５０番について審議いたし
ます。この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　「質疑」が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたしま
す。本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手
を求めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員　入室）

議　長 　それでは、次に番号の４７番について審議いたします。○○委員の
一時退出を求めます。

　（○○委員　退出）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　それでは、番号の４７番について審議いたします。この件に関し、
質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員　入室）

議　長 　それでは、最後に、それ以外の案件について、一括して審議いた
します。この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第１６号 議　長 　次に、議案書の４９ページ、議案第１６号「地域の農業の振興に関
　「地域の農業の振興に関 する地方公共団体の計画（２７号計画）に位置づけた施設の検証結
する地方公共団体の計画 果に対する意見について」を議題とします。農業振興課より説明を求
（27号計画）に位置づけた めます。
施設の検証結果に対する
意見について」 農業振興課 　議案書４９ページからの、議案第１６号「地域の農業の振興に関す

る地方公共団体の計画（27号計画）に位置づけた施設の検証結果
に対する意見について」をご説明させていただきます。

　【議案第１６号について概要を説明】

農業振興課 　以上のとおり報告させていただきます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議は
全て終了いたしました。これにて、議長の職を解かせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和８年第３回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和８年３月２７日

議　　長 福島　明

署名委員 田村 惠司

署名委員 大澤　正


